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記載金額は原則単位未満を切り捨て。
比率は原則小数点第3位を切り捨て小数点第2位までを表示しています。

資産の部 2014年度
（単位：百万円）■貸借対照表
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純資産の部

現 金
預 け 金
買 入 金 銭 債 権
金 銭 の 信 託
有 価 証 券

国 債
地 方 債
社 債
株 式
そ の 他 の 証 券

貸 出 金
割 引 手 形
手 形 貸 付
証 書 貸 付
当 座 貸 越

そ の 他 資 産
未 決 済 為 替 貸
信 金 中 金 出 資 金
前 払 費 用
未 収 収 益
そ の 他 の 資 産

有 形 固 定 資 産
建 物
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
その他の有形固定資産

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
の れ ん
その他の無形固定資産

前 払 年 金 費 用
繰 延 税 金 資 産
債 務 保 証 見 返
貸 倒 引 当 金

(うち個別貸倒引当金)
資 産 の 部 合 計

預 金 積 金
当 座 預 金
普 通 預 金
貯 蓄 預 金
通 知 預 金
定 期 預 金
定 期 積 金
そ の 他 の 預 金

譲 渡 性 預 金
借 用 金

借 入 金
そ の 他 負 債

未 決 済 為 替 借
未 払 費 用
給 付 補 て ん 備 金
未 払 法 人 税 等
前 受 収 益
払 戻 未 済 金
払 戻 未 済 持 分
職 員 預 り 金
リ ー ス 債 務
そ の 他 の 負 債

賞 与 引 当 金
役 員 賞 与 引 当 金
退 職 給 付 引 当 金
役 員 退 職 慰 労 引 当 金
そ の 他 の 引 当 金
繰 延 税 金 負 債
債 務 保 証
負 債 の 部 合 計

出 資 金
普 通 出 資 金

利 益 剰 余 金
利 益 準 備 金
そ の 他 利 益 剰 余 金
　 特 別 積 立 金
　 当 期 未 処 分 剰 余 金

処 分 未 済 持 分
会 員 勘 定 合 計
その他有価証券評価差額金
評 価・換 算 差 額 等 合 計
純 資 産 の 部 合 計
負債及び純資産の部合計

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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資料編

■損益計算書 （単位：千円） ■剰余金処分計算書

■会計監査人による監査
　貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書について
は、信用金庫法第38条の２の規定に基づき、新日本有限責任監
査法人の監査を受けております。

当 期 未 処 分 剰 余 金
積 立 金 取 崩 額
剰 余 金 処 分 額

利 益 準 備 金
普通出資に対する配当金（8％）
特 別 積 立 金

繰 越 金（ 当 期 末 残 高 ）

2014年度
（単位：円）

602,843,181
0

602,119,722
3,607,000

15,512,722
583,000,000

723,459

1,193,468,305

1,193,242,600
1,473,000

15,769,600
1,176,000,000

225,705

2013年度
4,989,446
3,824,668
2,634,104

190,099
982,681
17,782

344,292
140,174
204,118
778,586
740,962
25,567
12,056
41,899

－
718

31,258
938

8,984
3,865,995

135,145
131,418

3,218
－
－

508
422,011

51,893
370,117
372,713

12,858
358,604

－
1,250

2,457,075
1,539,057

876,135
41,882

479,049
300,820

45
144,963

－
－
－

33,220
1,123,450

－
－
－

1,774
1,774

－
－

1,121,676
313,977
205,000
518,977
602,698

144
602,843

5,049,082
3,646,224
2,632,660

131,370
864,471
17,721

363,262
146,537
216,724
719,273
680,346
14,703
24,223

320,322
135,312

370
157,030

－
27,610

3,442,110
149,205
143,257

5,426
－
－

521
432,685

55,651
377,033
352,983

89,055
263,625

－
302

2,485,187
1,517,007

922,561
45,618
22,048

－
133

－
－
－
－

21,914
1,606,972

773
773

－
186,384
186,384

－
－

1,421,361
215,815
20,000

235,815
1,185,545

7,922
1,193,468

経 常 収 益   
資 金 運 用 収 益  

貸 出 金 利 息 
預 け 金 利 息 
有価証券利息配当金 
そ の 他 の 受 入 利 息 

役 務 取 引 等 収 益  
受 入 為 替 手 数 料 
そ の 他 の 役 務 収 益 

そ の 他 業 務 収 益  
国 債 等 債 券 売 却 益
国 債 等 債 券 償 還 益 
そ の 他 の 業 務 収 益 

そ の 他 経 常 収 益  
貸 倒 引 当 金 戻 入 益
償 却 債 権 取 立 益
株 式 等 売 却 益 
金 銭 の 信 託 運 用 益 
そ の 他 の 経 常 収 益 

経 常 費 用   
資 金 調 達 費 用  

預 金 利 息 
給付補てん備金繰入額 
譲 渡 性 預 金 利 息 
借 用 金 利 息 
そ の 他 の 支 払 利 息 

役 務 取 引 等 費 用  
支 払 為 替 手 数 料 
そ の 他 の 役 務 費 用 

そ の 他 業 務 費 用  
国 債 等 債 券 売 却 損 
国 債 等 債 券 償 還 損 
国 債 等 債 券 償 却 
そ の 他 の 業 務 費 用 

経 費  
人 件 費 
物 件 費 
税 金

そ の 他 経 常 費 用  
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 
貸 出 金 償 却 
株 式 等 売 却 損 
株 式 等 償 却 
金 銭 の 信 託 運 用 損 
そ の 他 資 産 償 却 
そ の 他 の 経 常 費 用 

経 常 利 益   
特 別 利 益   

固 定 資 産 処 分 益  
そ の 他 の 特 別 利 益  

特 別 損 失   
固 定 資 産 処 分 損  
減 損 損 失  
そ の 他 の 特 別 損 失  

税 引 前 当 期 純 利 益
法人税、住民税及び事業税   
法 人 税 等 調 整 額
法 人 税 等 合 計
当 期 純 利 益   
繰 越 金（ 当 期 首 残 高 ）
当 期 未 処 分 剰 余 金

2014年度2013年度

1.　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
2.　有価証券の評価は、子会社株式については移動平均法による原価法、その

他有価証券のうち時価のあるものについては決算日の市場価格等に基づく
時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、時価を把握することが
極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法又は償却
原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、
全部純資産直入法により処理しております。

3.　有形固定資産(リース資産を除く。)の減価償却は、定率法（ただし、平成
10年4月1日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）については定額
法）を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

　　　建　物   7年～50年
　　　その他　 3年～20年
4.　無形固定資産(リース資産を除く。)の減価償却は、定額法により償却してお

ります。なお、自金庫利用のソフトウェアについては、金庫内における利用可
能期間（5年）に基づいて償却しております。　

5.　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固
定資産」中のリース資産の減価償却は、リース期間を耐用年数とした定額法
によっております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取
決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。

6.　貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上し
ております。
　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、

「破綻先」という。）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実
質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されてい
る直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収

可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻
の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者

（以下、「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処
分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債
務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
　上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出
した貸倒実績率等に基づき計上しております。
　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査
定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査してお
り、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。
　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債
権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除し
た残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は
1,048百万円であります。

7.　賞与引当金は、職員への賞与の支払に備えるため、職員に対する賞与の支
給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。

8.　退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、当該事業年度末におけ
る退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しておりま
す。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度まで
の期間に帰属させる方法については期間定額基準によっております。なお、
数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。

数理計算上の差異　　各発生年度の職員の平均残存勤務期間内の一定
の年数（10年）による定率法により按分した額を

（それぞれ発生の翌事業年度から）損益処理
9.　当金庫は、複数事業主（信用金庫等）により設立された企業年金制度（総合

設立型厚生年金基金）に加入しており、当金庫の拠出に対応する年金資産の
額を合理的に計算することができないため、当該年金制度への拠出額を退
職給付費用として処理しております。
　なお、当該企業年金制度全体の直近の積立状況及び制度全体の拠出等に
占める当金庫の割合並びにこれらに関する補足説明は次のとおりであります。

①　制度全体の積立状況に関する事項（平成26年3月31日現在）
　　年金資産の額　　　　　　　　　　1,549,255百万円
　　年金財政計算上の給付債務の額　　1,738,229百万円
　　差引額　　　　　　　　　　　　　△188,974百万円
②　制度全体に占める当金庫の掛金拠出割合（平成26年3月分）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.1693％
③　補足説明

　上記①の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高
210,459百万円（別途積立金21,485百万円により一部相殺）でありま
す。本制度における過去勤務債務の償却方法は期間16年10か月の元
利均等定率償却であり、当金庫は、当事業年度の計算書類上、特別掛金
85百万円を費用処理しております。
　なお、特別掛金の額は、あらかじめ定められた掛金率を掛金拠出時の
標準給与の額に乗じることで算定されるため、上記②の割合は当金庫の
実際の負担割合とは一致しません。

10.  役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員
に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当事業年度末までに発生している
と認められる額を計上しております。

11.  その他の引当金の計上方法は、以下のとおりであります。
(1) 睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者

からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見
積り、必要と認める額を計上しております。

(2) 信用保証協会責任共有制度引当金は、信用保証協会への負担金の支払
いに備えるため、将来の負担金支払見込額を計上しております。

12.　消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。
13.　理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債権総額

は、8百万円であります。
14.　子会社等の株式総額は、10百万円であります。
15.　子会社等に対する金銭債権総額は、 －百万円であります。
16.　子会社等に対する金銭債務総額は、11百万円であります。

17.　有形固定資産の減価償却累計額は、2,485百万円であります。
18.　貸出金のうち、破綻先債権額は748百万円、延滞債権額は4,462百万円で

あります。
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続してい

ることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがない
ものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。
以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政
令第97号）第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号
に規定する事由が生じている貸出金であります。

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債
務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸
出金以外の貸出金であります。

19.　貸出金のうち、3ヵ月以上延滞債権額は、－百万円であります。
なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日

から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しない
ものであります。

20.　貸出金のうち貸出条件緩和債権額は、－百万円であります。
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目

的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の
債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3ヵ
月以上延滞債権に該当しないものであります。　

21.　破綻先債権額、延滞債権額、3ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権
額の合計額は5,210百万円であります。

　　なお、18.から21．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
22.　ローン・パーティシペーションで、平成7年6月1日付日本公認会計士協会会

計制度委員会報告第３号に基づいて、参加者に売却したものとして会計処理
した貸出金の元本の事業年度末残高の総額は、710百万円であります。

23.　手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理
しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又は（再）担保という方
法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は1,249百万
円であります。

24.　担保に供している資産は次のとおりであります。
担保に供している資産
　有価証券　　　142百万円
　預け金　　　　　0百万円
　その他の資産　 13百万円
担保資産に対応する債務
　預金　　　　　155百万円
上記のほか、為替決済の取引担保として預け金（信金中央金庫への定期預

金）9,000百万円、また短期の資金繰りの根担保として預け金（信金中央金庫
への定期預金）4,500百万円を差し入れております。

25.　出資１口当たりの純資産額は49,261円32銭であります。
26.　金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針
当金庫は、預金業務、融資業務および市場運用業務などの金融業務を

行っております。
このため、金利変動による不利な影響が生じないように、資産及び負債

の適切な管理に努めております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク

当金庫が保有する金融資産は、主として事業地区内のお客様に対する
貸出金です。

また、有価証券は、主に債券、投資信託及び株式であり、純投資目的及び
事業推進目的で保有しております。これらは、それぞれ発行体の信用リスク
及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒されております。

一方、金融負債は主としてお客様からの預金であり、流動性リスクに晒さ
れております。

また、変動金利の預金についても、金利の変動リスクに晒されており
ます。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①　信用リスクの管理

貸借対照表の注記

当金庫は、融資事務取扱規定及び信用リスク管理規定等の諸規定に従
い、貸出金について、個別案件ごとの与信審査、与信限度額、信用情報管理、
保証や担保の設定、問題債権への対応など与信管理に関する体制を整備し
運営しております。これらの与信管理は、各営業店のほか審査部により行わ
れ、また、定期的に経営陣による審査委員会や理事会を開催し、審議・報告を
行っております。

さらに、与信管理の状況については、監査部がチェックしております。
有価証券の発行体の信用リスクなどに関しては、総合企画部において、

余裕資金運用に係るリスク管理細則などに基づき日常的に信用情報や時
価を把握するほか、定期的に資金運用会議に報告を行うことで管理してお
ります。

②　市場リスクの管理
当金庫は、金利リスク、価格変動リスク、為替リスクなどの市場リスクにつ

いて、総合企画部において、余裕資金運用に係るリスク管理細則などに基づ
き日常的に計数を把握するほか、定期的に資金運用会議に報告を行うこと
で管理しております。

当金庫において、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主
たる金融商品は、「預け金」、「有価証券」のうち「債券」、「貸出金」、「預金積金」
であります。当金庫では、これらの金融資産及び金融負債について、保有期
間240日、過去5年の観測期間で計測される99パーセンタイル値を用いた
時価の変動額を市場リスク量とし、金利の変動リスクの管理にあたっての定
量的分析に利用しております。

当該変動額の算定にあたっては、対象の金融資産及び金融負債を（固定
金利群と変動金利群に分けて、）それぞれ金利期日に応じて適切な期間に残
高を分解し、期間ごとの金利変動幅を用いております。

なお、当事業年度末現在、金利以外のすべてのリスク変数が一定である
と仮定した場合の99パーセンタイル値を用いた時価は、978百万円減少す
るものと把握しております。

当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金
利とその他のリスク変数との相関を考慮しておりません。また、金利の合理
的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超える影響が生
じる可能性があります。

③　資金調達に係る流動性リスクの管理
当金庫は、総合企画部において、流動性リスク管理規定などに基づき、適

時に資金管理を行うほか、資金調達手段の多様化、市場環境を考慮した長
短の調達バランスの調整などによって、流動性リスクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定において
は一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。

なお、金融商品のうち貸出金については、簡便な計算により算出した時価に
代わる金額を開示しております。

27.　金融商品の時価等に関する事項
平成27年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次

のとおりであります（時価の算定方法については(注１)参照)。なお、時価を把握
することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません
((注２)参照）。

　また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。

(＊１)貸出金の「時価」には、「簡便な計算により算出した時価に代わる金額」
を記載しております。

(＊2)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(注１)　金融商品の時価等の算定方法
金融資産

（1）　預け金
満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当

該帳簿価額を時価としております。満期のある預け金については、残存期間に
基づく区分ごとに、新規に預け金を行った場合に想定される適用金利で割り引
いた現在価値を算定しております。

（2）　有価証券
株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示され

た価格によっております。投資信託は、公表されている基準価格によっており
ます。なお、保有目的区分ごとの有価証券に関する注記については、28．から
30．に記載しております。

（3）　貸出金
貸出金は、以下の①～③の方法により算出し、その算出結果を時価に代わる

金額として記載しております。
①　破綻懸念先債権、実質破綻先債権及び破綻先債権等、将来キャッシュ・フ

ローの見積りが困難な債権については、貸借対照表中の貸出金勘定に計上
している額（貸倒引当金控除前の額。以下「貸出金計上額」という。）の合計
額から貸出金に対応する個別貸倒引当金等を控除した価額

②　①以外のうち、変動金利によるものは貸出金計上額
③　①以外のうち、固定金利によるものは貸出金の種類及び期間に基づく区

分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利
率で割り引いた価額

金融負債
（1）　預金積金

要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時
価とみなしております。また、定期預金の時価は、一定期間ごとに区分して、将
来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割引率
は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。

(注２)　時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりで
あり、金融商品の時価情報には含まれておりません。

(＊１)子会社株式及び非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりませ
ん。なお、このうち当事業年度において減損処理を行った金融商品はありま
せん。

(＊２)出資金は、信金中央金庫、一般社団法人しんきん共同センターへ対する
ものです。

(注３)　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額は次のとお
りであります。

(注４)　預金積金の決算日後の満期到来額は次のとおりであります。

（＊)預金積金のうち、期間の定めのないものは含まれておりません。
28.　有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであります。こ

れらには、「国債」「地方債」｢短期社債｣「社債」「株式」「その他の証券」が含まれ
ております。以下、30．まで同様であります。
その他有価証券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  (単位：百万円)

29.　当事業年度中に売却したその他有価証券は次のとおりであります。
(単位：百万円)

30.　減損処理を行った有価証券
その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原

価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込があると
認められないものについては、当該時価を貸借対照表計上額とするととも
に、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下「減損処理」という。)を行
います。当事業年度において減損処理を行った有価証券はありません。

31.　当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの
融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反が
ない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。こ
れらの契約に係る融資未実行残高は、36,334百万円であります。このうち契
約残存期間が1年以内のものが6,672百万円であります。なお、これらの契
約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そ
のものが必ずしも当金庫の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるもので
はありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びそ
の他相当の事由があるときは、当金庫が実行申し込みを受けた融資の拒絶
又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。
また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほ
か、契約後も定期的に（半年毎に）予め定めている金庫内手続に基づき顧客
の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じ
ております。

32．　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ
以下のとおりであります。
　繰延税金資産
　　　貸倒引当金　　　　　　　　　　　　 　1,154百万円
　　　減価償却費　　　　　　　　　　　　　　   11
　　　その他　　　　　　　　　　　　　　　　 112
　繰延税金資産小計　　　　　　　　　　　 　1,278
　評価性引当額　　　　　　　　　　　　　 　△944
　繰延税金資産合計　　　　　　　　　　　　 　334

　繰延税金負債
　　　その他有価証券評価差額金　　　　　　 　906
　　　その他　　　　　　　　　　　　   　　　　  5
　繰延税金負債合計　　　　　　　　　　　　 　911　　　
　繰延税金負債の純額　　　　　　　　　　　 　577百万円

33.　会計方針の変更
「退職給付に関する会計基準」等の適用

企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」（以下、「退職給付会
計基準」という。）及び企業会計基準適用指針第25号「退職給付に関する会
計基準の適用指針」（以下、「退職給付適用指針」という。）を当事業年度より
適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、割引率の決定方
法を従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職
給付の支払見込額及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平
均割引率を使用する方法へ変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定
める経過的な取扱いに従って、当事業年度の期首において、退職給付債務
及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減してお
ります。この結果、当事業年度の期首の退職給付引当金が7百万円減少し、
利益剰余金が7百万円増加しております。なお、当事業年度の経常利益及
び税引前当期純利益への影響は軽微であります。

損益の部 科　　目
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資料編

■損益計算書 （単位：千円） ■剰余金処分計算書

■会計監査人による監査
　貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分計算書について
は、信用金庫法第38条の２の規定に基づき、新日本有限責任監
査法人の監査を受けております。

当 期 未 処 分 剰 余 金
積 立 金 取 崩 額
剰 余 金 処 分 額

利 益 準 備 金
普通出資に対する配当金（8％）
特 別 積 立 金

繰 越 金（ 当 期 末 残 高 ）

2014年度
（単位：円）

602,843,181
0

602,119,722
3,607,000

15,512,722
583,000,000

723,459

1,193,468,305

1,193,242,600
1,473,000

15,769,600
1,176,000,000

225,705

2013年度
4,989,446
3,824,668
2,634,104

190,099
982,681
17,782

344,292
140,174
204,118
778,586
740,962
25,567
12,056
41,899

－
718

31,258
938

8,984
3,865,995

135,145
131,418

3,218
－
－

508
422,011

51,893
370,117
372,713

12,858
358,604

－
1,250

2,457,075
1,539,057

876,135
41,882

479,049
300,820

45
144,963

－
－
－

33,220
1,123,450

－
－
－

1,774
1,774

－
－

1,121,676
313,977
205,000
518,977
602,698

144
602,843

5,049,082
3,646,224
2,632,660

131,370
864,471
17,721

363,262
146,537
216,724
719,273
680,346
14,703
24,223

320,322
135,312

370
157,030

－
27,610

3,442,110
149,205
143,257

5,426
－
－

521
432,685

55,651
377,033
352,983

89,055
263,625

－
302

2,485,187
1,517,007

922,561
45,618
22,048

－
133

－
－
－
－

21,914
1,606,972

773
773

－
186,384
186,384

－
－

1,421,361
215,815
20,000

235,815
1,185,545

7,922
1,193,468

経 常 収 益   
資 金 運 用 収 益  

貸 出 金 利 息 
預 け 金 利 息 
有価証券利息配当金 
そ の 他 の 受 入 利 息 

役 務 取 引 等 収 益  
受 入 為 替 手 数 料 
そ の 他 の 役 務 収 益 

そ の 他 業 務 収 益  
国 債 等 債 券 売 却 益
国 債 等 債 券 償 還 益 
そ の 他 の 業 務 収 益 

そ の 他 経 常 収 益  
貸 倒 引 当 金 戻 入 益
償 却 債 権 取 立 益
株 式 等 売 却 益 
金 銭 の 信 託 運 用 益 
そ の 他 の 経 常 収 益 

経 常 費 用   
資 金 調 達 費 用  

預 金 利 息 
給付補てん備金繰入額 
譲 渡 性 預 金 利 息 
借 用 金 利 息 
そ の 他 の 支 払 利 息 

役 務 取 引 等 費 用  
支 払 為 替 手 数 料 
そ の 他 の 役 務 費 用 

そ の 他 業 務 費 用  
国 債 等 債 券 売 却 損 
国 債 等 債 券 償 還 損 
国 債 等 債 券 償 却 
そ の 他 の 業 務 費 用 

経 費  
人 件 費 
物 件 費 
税 金

そ の 他 経 常 費 用  
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 
貸 出 金 償 却 
株 式 等 売 却 損 
株 式 等 償 却 
金 銭 の 信 託 運 用 損 
そ の 他 資 産 償 却 
そ の 他 の 経 常 費 用 

経 常 利 益   
特 別 利 益   

固 定 資 産 処 分 益  
そ の 他 の 特 別 利 益  

特 別 損 失   
固 定 資 産 処 分 損  
減 損 損 失  
そ の 他 の 特 別 損 失  

税 引 前 当 期 純 利 益
法人税、住民税及び事業税   
法 人 税 等 調 整 額
法 人 税 等 合 計
当 期 純 利 益   
繰 越 金（ 当 期 首 残 高 ）
当 期 未 処 分 剰 余 金

2014年度2013年度

1.　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
2.　有価証券の評価は、子会社株式については移動平均法による原価法、その

他有価証券のうち時価のあるものについては決算日の市場価格等に基づく
時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、時価を把握することが
極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法又は償却
原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、
全部純資産直入法により処理しております。

3.　有形固定資産(リース資産を除く。)の減価償却は、定率法（ただし、平成
10年4月1日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）については定額
法）を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

　　　建　物   7年～50年
　　　その他　 3年～20年
4.　無形固定資産(リース資産を除く。)の減価償却は、定額法により償却してお

ります。なお、自金庫利用のソフトウェアについては、金庫内における利用可
能期間（5年）に基づいて償却しております。　

5.　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固
定資産」中のリース資産の減価償却は、リース期間を耐用年数とした定額法
によっております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取
決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。

6.　貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上し
ております。
　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、

「破綻先」という。）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実
質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されてい
る直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収

可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻
の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者

（以下、「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処
分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債
務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
　上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出
した貸倒実績率等に基づき計上しております。
　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査
定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査してお
り、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。
　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債
権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除し
た残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は
1,048百万円であります。

7.　賞与引当金は、職員への賞与の支払に備えるため、職員に対する賞与の支
給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。

8.　退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、当該事業年度末におけ
る退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しておりま
す。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度まで
の期間に帰属させる方法については期間定額基準によっております。なお、
数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。

数理計算上の差異　　各発生年度の職員の平均残存勤務期間内の一定
の年数（10年）による定率法により按分した額を

（それぞれ発生の翌事業年度から）損益処理
9.　当金庫は、複数事業主（信用金庫等）により設立された企業年金制度（総合

設立型厚生年金基金）に加入しており、当金庫の拠出に対応する年金資産の
額を合理的に計算することができないため、当該年金制度への拠出額を退
職給付費用として処理しております。
　なお、当該企業年金制度全体の直近の積立状況及び制度全体の拠出等に
占める当金庫の割合並びにこれらに関する補足説明は次のとおりであります。

①　制度全体の積立状況に関する事項（平成26年3月31日現在）
　　年金資産の額　　　　　　　　　　1,549,255百万円
　　年金財政計算上の給付債務の額　　1,738,229百万円
　　差引額　　　　　　　　　　　　　△188,974百万円
②　制度全体に占める当金庫の掛金拠出割合（平成26年3月分）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.1693％
③　補足説明

　上記①の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高
210,459百万円（別途積立金21,485百万円により一部相殺）でありま
す。本制度における過去勤務債務の償却方法は期間16年10か月の元
利均等定率償却であり、当金庫は、当事業年度の計算書類上、特別掛金
85百万円を費用処理しております。
　なお、特別掛金の額は、あらかじめ定められた掛金率を掛金拠出時の
標準給与の額に乗じることで算定されるため、上記②の割合は当金庫の
実際の負担割合とは一致しません。

10.  役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員
に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当事業年度末までに発生している
と認められる額を計上しております。

11.  その他の引当金の計上方法は、以下のとおりであります。
(1) 睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者

からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見
積り、必要と認める額を計上しております。

(2) 信用保証協会責任共有制度引当金は、信用保証協会への負担金の支払
いに備えるため、将来の負担金支払見込額を計上しております。

12.　消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。
13.　理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債権総額

は、8百万円であります。
14.　子会社等の株式総額は、10百万円であります。
15.　子会社等に対する金銭債権総額は、 －百万円であります。
16.　子会社等に対する金銭債務総額は、11百万円であります。

17.　有形固定資産の減価償却累計額は、2,485百万円であります。
18.　貸出金のうち、破綻先債権額は748百万円、延滞債権額は4,462百万円で

あります。
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続してい

ることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがない
ものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。
以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政
令第97号）第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号
に規定する事由が生じている貸出金であります。

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債
務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸
出金以外の貸出金であります。

19.　貸出金のうち、3ヵ月以上延滞債権額は、－百万円であります。
なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日

から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しない
ものであります。

20.　貸出金のうち貸出条件緩和債権額は、－百万円であります。
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目

的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の
債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3ヵ
月以上延滞債権に該当しないものであります。　

21.　破綻先債権額、延滞債権額、3ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権
額の合計額は5,210百万円であります。

　　なお、18.から21．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
22.　ローン・パーティシペーションで、平成7年6月1日付日本公認会計士協会会

計制度委員会報告第３号に基づいて、参加者に売却したものとして会計処理
した貸出金の元本の事業年度末残高の総額は、710百万円であります。

23.　手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理
しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又は（再）担保という方
法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は1,249百万
円であります。

24.　担保に供している資産は次のとおりであります。
担保に供している資産
　有価証券　　　142百万円
　預け金　　　　　0百万円
　その他の資産　 13百万円
担保資産に対応する債務
　預金　　　　　155百万円
上記のほか、為替決済の取引担保として預け金（信金中央金庫への定期預

金）9,000百万円、また短期の資金繰りの根担保として預け金（信金中央金庫
への定期預金）4,500百万円を差し入れております。

25.　出資１口当たりの純資産額は49,261円32銭であります。
26.　金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針
当金庫は、預金業務、融資業務および市場運用業務などの金融業務を

行っております。
このため、金利変動による不利な影響が生じないように、資産及び負債

の適切な管理に努めております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク

当金庫が保有する金融資産は、主として事業地区内のお客様に対する
貸出金です。

また、有価証券は、主に債券、投資信託及び株式であり、純投資目的及び
事業推進目的で保有しております。これらは、それぞれ発行体の信用リスク
及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒されております。

一方、金融負債は主としてお客様からの預金であり、流動性リスクに晒さ
れております。

また、変動金利の預金についても、金利の変動リスクに晒されており
ます。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①　信用リスクの管理

貸借対照表の注記

当金庫は、融資事務取扱規定及び信用リスク管理規定等の諸規定に従
い、貸出金について、個別案件ごとの与信審査、与信限度額、信用情報管理、
保証や担保の設定、問題債権への対応など与信管理に関する体制を整備し
運営しております。これらの与信管理は、各営業店のほか審査部により行わ
れ、また、定期的に経営陣による審査委員会や理事会を開催し、審議・報告を
行っております。

さらに、与信管理の状況については、監査部がチェックしております。
有価証券の発行体の信用リスクなどに関しては、総合企画部において、

余裕資金運用に係るリスク管理細則などに基づき日常的に信用情報や時
価を把握するほか、定期的に資金運用会議に報告を行うことで管理してお
ります。

②　市場リスクの管理
当金庫は、金利リスク、価格変動リスク、為替リスクなどの市場リスクにつ

いて、総合企画部において、余裕資金運用に係るリスク管理細則などに基づ
き日常的に計数を把握するほか、定期的に資金運用会議に報告を行うこと
で管理しております。

当金庫において、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主
たる金融商品は、「預け金」、「有価証券」のうち「債券」、「貸出金」、「預金積金」
であります。当金庫では、これらの金融資産及び金融負債について、保有期
間240日、過去5年の観測期間で計測される99パーセンタイル値を用いた
時価の変動額を市場リスク量とし、金利の変動リスクの管理にあたっての定
量的分析に利用しております。

当該変動額の算定にあたっては、対象の金融資産及び金融負債を（固定
金利群と変動金利群に分けて、）それぞれ金利期日に応じて適切な期間に残
高を分解し、期間ごとの金利変動幅を用いております。

なお、当事業年度末現在、金利以外のすべてのリスク変数が一定である
と仮定した場合の99パーセンタイル値を用いた時価は、978百万円減少す
るものと把握しております。

当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金
利とその他のリスク変数との相関を考慮しておりません。また、金利の合理
的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超える影響が生
じる可能性があります。

③　資金調達に係る流動性リスクの管理
当金庫は、総合企画部において、流動性リスク管理規定などに基づき、適

時に資金管理を行うほか、資金調達手段の多様化、市場環境を考慮した長
短の調達バランスの調整などによって、流動性リスクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定において
は一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。

なお、金融商品のうち貸出金については、簡便な計算により算出した時価に
代わる金額を開示しております。

27.　金融商品の時価等に関する事項
平成27年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次

のとおりであります（時価の算定方法については(注１)参照)。なお、時価を把握
することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません
((注２)参照）。

　また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。

(＊１)貸出金の「時価」には、「簡便な計算により算出した時価に代わる金額」
を記載しております。

(＊2)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(注１)　金融商品の時価等の算定方法
金融資産

（1）　預け金
満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当

該帳簿価額を時価としております。満期のある預け金については、残存期間に
基づく区分ごとに、新規に預け金を行った場合に想定される適用金利で割り引
いた現在価値を算定しております。

（2）　有価証券
株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示され

た価格によっております。投資信託は、公表されている基準価格によっており
ます。なお、保有目的区分ごとの有価証券に関する注記については、28．から
30．に記載しております。

（3）　貸出金
貸出金は、以下の①～③の方法により算出し、その算出結果を時価に代わる

金額として記載しております。
①　破綻懸念先債権、実質破綻先債権及び破綻先債権等、将来キャッシュ・フ

ローの見積りが困難な債権については、貸借対照表中の貸出金勘定に計上
している額（貸倒引当金控除前の額。以下「貸出金計上額」という。）の合計
額から貸出金に対応する個別貸倒引当金等を控除した価額

②　①以外のうち、変動金利によるものは貸出金計上額
③　①以外のうち、固定金利によるものは貸出金の種類及び期間に基づく区

分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利
率で割り引いた価額

金融負債
（1）　預金積金

要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時
価とみなしております。また、定期預金の時価は、一定期間ごとに区分して、将
来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割引率
は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。

(注２)　時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりで
あり、金融商品の時価情報には含まれておりません。

(＊１)子会社株式及び非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりませ
ん。なお、このうち当事業年度において減損処理を行った金融商品はありま
せん。

(＊２)出資金は、信金中央金庫、一般社団法人しんきん共同センターへ対する
ものです。

(注３)　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額は次のとお
りであります。

(注４)　預金積金の決算日後の満期到来額は次のとおりであります。

（＊)預金積金のうち、期間の定めのないものは含まれておりません。
28.　有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであります。こ

れらには、「国債」「地方債」｢短期社債｣「社債」「株式」「その他の証券」が含まれ
ております。以下、30．まで同様であります。
その他有価証券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  (単位：百万円)

29.　当事業年度中に売却したその他有価証券は次のとおりであります。
(単位：百万円)

30.　減損処理を行った有価証券
その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原

価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込があると
認められないものについては、当該時価を貸借対照表計上額とするととも
に、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下「減損処理」という。)を行
います。当事業年度において減損処理を行った有価証券はありません。

31.　当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの
融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反が
ない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。こ
れらの契約に係る融資未実行残高は、36,334百万円であります。このうち契
約残存期間が1年以内のものが6,672百万円であります。なお、これらの契
約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そ
のものが必ずしも当金庫の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるもので
はありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びそ
の他相当の事由があるときは、当金庫が実行申し込みを受けた融資の拒絶
又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。
また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほ
か、契約後も定期的に（半年毎に）予め定めている金庫内手続に基づき顧客
の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じ
ております。

32．　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ
以下のとおりであります。
　繰延税金資産
　　　貸倒引当金　　　　　　　　　　　　 　1,154百万円
　　　減価償却費　　　　　　　　　　　　　　   11
　　　その他　　　　　　　　　　　　　　　　 112
　繰延税金資産小計　　　　　　　　　　　 　1,278
　評価性引当額　　　　　　　　　　　　　 　△944
　繰延税金資産合計　　　　　　　　　　　　 　334

　繰延税金負債
　　　その他有価証券評価差額金　　　　　　 　906
　　　その他　　　　　　　　　　　　   　　　　  5
　繰延税金負債合計　　　　　　　　　　　　 　911　　　
　繰延税金負債の純額　　　　　　　　　　　 　577百万円

33.　会計方針の変更
「退職給付に関する会計基準」等の適用

企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」（以下、「退職給付会
計基準」という。）及び企業会計基準適用指針第25号「退職給付に関する会
計基準の適用指針」（以下、「退職給付適用指針」という。）を当事業年度より
適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、割引率の決定方
法を従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職
給付の支払見込額及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平
均割引率を使用する方法へ変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定
める経過的な取扱いに従って、当事業年度の期首において、退職給付債務
及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減してお
ります。この結果、当事業年度の期首の退職給付引当金が7百万円減少し、
利益剰余金が7百万円増加しております。なお、当事業年度の経常利益及
び税引前当期純利益への影響は軽微であります。

損益の部 科　　目
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1.　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
2.　有価証券の評価は、子会社株式については移動平均法による原価法、その

他有価証券のうち時価のあるものについては決算日の市場価格等に基づく
時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、時価を把握することが
極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法又は償却
原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、
全部純資産直入法により処理しております。

3.　有形固定資産(リース資産を除く。)の減価償却は、定率法（ただし、平成
10年4月1日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）については定額
法）を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

　　　建　物   7年～50年
　　　その他　 3年～20年
4.　無形固定資産(リース資産を除く。)の減価償却は、定額法により償却してお

ります。なお、自金庫利用のソフトウェアについては、金庫内における利用可
能期間（5年）に基づいて償却しております。　

5.　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固
定資産」中のリース資産の減価償却は、リース期間を耐用年数とした定額法
によっております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取
決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。

6.　貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上し
ております。
　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、

「破綻先」という。）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実
質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されてい
る直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収

可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻
の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者

（以下、「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処
分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債
務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
　上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出
した貸倒実績率等に基づき計上しております。
　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査
定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査してお
り、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。
　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債
権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除し
た残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は
1,048百万円であります。

7.　賞与引当金は、職員への賞与の支払に備えるため、職員に対する賞与の支
給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。

8.　退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、当該事業年度末におけ
る退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しておりま
す。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度まで
の期間に帰属させる方法については期間定額基準によっております。なお、
数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。

数理計算上の差異　　各発生年度の職員の平均残存勤務期間内の一定
の年数（10年）による定率法により按分した額を

（それぞれ発生の翌事業年度から）損益処理
9.　当金庫は、複数事業主（信用金庫等）により設立された企業年金制度（総合

設立型厚生年金基金）に加入しており、当金庫の拠出に対応する年金資産の
額を合理的に計算することができないため、当該年金制度への拠出額を退
職給付費用として処理しております。
　なお、当該企業年金制度全体の直近の積立状況及び制度全体の拠出等に
占める当金庫の割合並びにこれらに関する補足説明は次のとおりであります。

①　制度全体の積立状況に関する事項（平成26年3月31日現在）
　　年金資産の額　　　　　　　　　　1,549,255百万円
　　年金財政計算上の給付債務の額　　1,738,229百万円
　　差引額　　　　　　　　　　　　　△188,974百万円
②　制度全体に占める当金庫の掛金拠出割合（平成26年3月分）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.1693％
③　補足説明

　上記①の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高
210,459百万円（別途積立金21,485百万円により一部相殺）でありま
す。本制度における過去勤務債務の償却方法は期間16年10か月の元
利均等定率償却であり、当金庫は、当事業年度の計算書類上、特別掛金
85百万円を費用処理しております。
　なお、特別掛金の額は、あらかじめ定められた掛金率を掛金拠出時の
標準給与の額に乗じることで算定されるため、上記②の割合は当金庫の
実際の負担割合とは一致しません。

10.  役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員
に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当事業年度末までに発生している
と認められる額を計上しております。

11.  その他の引当金の計上方法は、以下のとおりであります。
(1) 睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者

からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見
積り、必要と認める額を計上しております。

(2) 信用保証協会責任共有制度引当金は、信用保証協会への負担金の支払
いに備えるため、将来の負担金支払見込額を計上しております。

12.　消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。
13.　理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債権総額

は、8百万円であります。
14.　子会社等の株式総額は、10百万円であります。
15.　子会社等に対する金銭債権総額は、 －百万円であります。
16.　子会社等に対する金銭債務総額は、11百万円であります。

17.　有形固定資産の減価償却累計額は、2,485百万円であります。
18.　貸出金のうち、破綻先債権額は748百万円、延滞債権額は4,462百万円で

あります。
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続してい

ることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがない
ものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。
以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政
令第97号）第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号
に規定する事由が生じている貸出金であります。

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債
務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸
出金以外の貸出金であります。

19.　貸出金のうち、3ヵ月以上延滞債権額は、－百万円であります。
なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日

から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しない
ものであります。

20.　貸出金のうち貸出条件緩和債権額は、－百万円であります。
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目

的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の
債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3ヵ
月以上延滞債権に該当しないものであります。　

21.　破綻先債権額、延滞債権額、3ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権
額の合計額は5,210百万円であります。

　　なお、18.から21．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
22.　ローン・パーティシペーションで、平成7年6月1日付日本公認会計士協会会

計制度委員会報告第３号に基づいて、参加者に売却したものとして会計処理
した貸出金の元本の事業年度末残高の総額は、710百万円であります。

23.　手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理
しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又は（再）担保という方
法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は1,249百万
円であります。

24.　担保に供している資産は次のとおりであります。
担保に供している資産
　有価証券　　　142百万円
　預け金　　　　　0百万円
　その他の資産　 13百万円
担保資産に対応する債務
　預金　　　　　155百万円
上記のほか、為替決済の取引担保として預け金（信金中央金庫への定期預

金）9,000百万円、また短期の資金繰りの根担保として預け金（信金中央金庫
への定期預金）4,500百万円を差し入れております。

25.　出資１口当たりの純資産額は49,261円32銭であります。
26.　金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針
当金庫は、預金業務、融資業務および市場運用業務などの金融業務を

行っております。
このため、金利変動による不利な影響が生じないように、資産及び負債

の適切な管理に努めております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク

当金庫が保有する金融資産は、主として事業地区内のお客様に対する
貸出金です。

また、有価証券は、主に債券、投資信託及び株式であり、純投資目的及び
事業推進目的で保有しております。これらは、それぞれ発行体の信用リスク
及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒されております。

一方、金融負債は主としてお客様からの預金であり、流動性リスクに晒さ
れております。

また、変動金利の預金についても、金利の変動リスクに晒されており
ます。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①　信用リスクの管理

損益計算書の注記

1．　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
2．　子会社との取引による収益総額 363千円
　　子会社との取引による費用総額 32,780千円
3．　出資一口当たり当期純利益額 3,006円22銭

当金庫は、融資事務取扱規定及び信用リスク管理規定等の諸規定に従
い、貸出金について、個別案件ごとの与信審査、与信限度額、信用情報管理、
保証や担保の設定、問題債権への対応など与信管理に関する体制を整備し
運営しております。これらの与信管理は、各営業店のほか審査部により行わ
れ、また、定期的に経営陣による審査委員会や理事会を開催し、審議・報告を
行っております。

さらに、与信管理の状況については、監査部がチェックしております。
有価証券の発行体の信用リスクなどに関しては、総合企画部において、

余裕資金運用に係るリスク管理細則などに基づき日常的に信用情報や時
価を把握するほか、定期的に資金運用会議に報告を行うことで管理してお
ります。

②　市場リスクの管理
当金庫は、金利リスク、価格変動リスク、為替リスクなどの市場リスクにつ

いて、総合企画部において、余裕資金運用に係るリスク管理細則などに基づ
き日常的に計数を把握するほか、定期的に資金運用会議に報告を行うこと
で管理しております。

当金庫において、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主
たる金融商品は、「預け金」、「有価証券」のうち「債券」、「貸出金」、「預金積金」
であります。当金庫では、これらの金融資産及び金融負債について、保有期
間240日、過去5年の観測期間で計測される99パーセンタイル値を用いた
時価の変動額を市場リスク量とし、金利の変動リスクの管理にあたっての定
量的分析に利用しております。

当該変動額の算定にあたっては、対象の金融資産及び金融負債を（固定
金利群と変動金利群に分けて、）それぞれ金利期日に応じて適切な期間に残
高を分解し、期間ごとの金利変動幅を用いております。

なお、当事業年度末現在、金利以外のすべてのリスク変数が一定である
と仮定した場合の99パーセンタイル値を用いた時価は、978百万円減少す
るものと把握しております。

当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金
利とその他のリスク変数との相関を考慮しておりません。また、金利の合理
的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超える影響が生
じる可能性があります。

③　資金調達に係る流動性リスクの管理
当金庫は、総合企画部において、流動性リスク管理規定などに基づき、適

時に資金管理を行うほか、資金調達手段の多様化、市場環境を考慮した長
短の調達バランスの調整などによって、流動性リスクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定において
は一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。

なお、金融商品のうち貸出金については、簡便な計算により算出した時価に
代わる金額を開示しております。

27.　金融商品の時価等に関する事項
平成27年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次

のとおりであります（時価の算定方法については(注１)参照)。なお、時価を把握
することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません
((注２)参照）。

　また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。

(＊１)貸出金の「時価」には、「簡便な計算により算出した時価に代わる金額」
を記載しております。

(＊2)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(注１)　金融商品の時価等の算定方法
金融資産

（1）　預け金
満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当

該帳簿価額を時価としております。満期のある預け金については、残存期間に
基づく区分ごとに、新規に預け金を行った場合に想定される適用金利で割り引
いた現在価値を算定しております。

（2）　有価証券
株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示され

た価格によっております。投資信託は、公表されている基準価格によっており
ます。なお、保有目的区分ごとの有価証券に関する注記については、28．から
30．に記載しております。

（3）　貸出金
貸出金は、以下の①～③の方法により算出し、その算出結果を時価に代わる

金額として記載しております。
①　破綻懸念先債権、実質破綻先債権及び破綻先債権等、将来キャッシュ・フ

ローの見積りが困難な債権については、貸借対照表中の貸出金勘定に計上
している額（貸倒引当金控除前の額。以下「貸出金計上額」という。）の合計
額から貸出金に対応する個別貸倒引当金等を控除した価額

②　①以外のうち、変動金利によるものは貸出金計上額
③　①以外のうち、固定金利によるものは貸出金の種類及び期間に基づく区

分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利
率で割り引いた価額

金融負債
（1）　預金積金

要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時
価とみなしております。また、定期預金の時価は、一定期間ごとに区分して、将
来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割引率
は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。

(注２)　時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりで
あり、金融商品の時価情報には含まれておりません。

(＊１)子会社株式及び非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりませ
ん。なお、このうち当事業年度において減損処理を行った金融商品はありま
せん。

(＊２)出資金は、信金中央金庫、一般社団法人しんきん共同センターへ対する
ものです。

(注３)　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額は次のとお
りであります。

(注４)　預金積金の決算日後の満期到来額は次のとおりであります。

（＊)預金積金のうち、期間の定めのないものは含まれておりません。
28.　有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであります。こ

れらには、「国債」「地方債」｢短期社債｣「社債」「株式」「その他の証券」が含まれ
ております。以下、30．まで同様であります。
その他有価証券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  (単位：百万円)

29.　当事業年度中に売却したその他有価証券は次のとおりであります。
(単位：百万円)

30.　減損処理を行った有価証券
その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原

価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込があると
認められないものについては、当該時価を貸借対照表計上額とするととも
に、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下「減損処理」という。)を行
います。当事業年度において減損処理を行った有価証券はありません。

31.　当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの
融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反が
ない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。こ
れらの契約に係る融資未実行残高は、36,334百万円であります。このうち契
約残存期間が1年以内のものが6,672百万円であります。なお、これらの契
約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そ
のものが必ずしも当金庫の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるもので
はありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びそ
の他相当の事由があるときは、当金庫が実行申し込みを受けた融資の拒絶
又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。
また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほ
か、契約後も定期的に（半年毎に）予め定めている金庫内手続に基づき顧客
の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じ
ております。

32．　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ
以下のとおりであります。
　繰延税金資産
　　　貸倒引当金　　　　　　　　　　　　 　1,154百万円
　　　減価償却費　　　　　　　　　　　　　　   11
　　　その他　　　　　　　　　　　　　　　　 112
　繰延税金資産小計　　　　　　　　　　　 　1,278
　評価性引当額　　　　　　　　　　　　　 　△944
　繰延税金資産合計　　　　　　　　　　　　 　334

　繰延税金負債
　　　その他有価証券評価差額金　　　　　　 　906
　　　その他　　　　　　　　　　　　   　　　　  5
　繰延税金負債合計　　　　　　　　　　　　 　911　　　
　繰延税金負債の純額　　　　　　　　　　　 　577百万円

33.　会計方針の変更
「退職給付に関する会計基準」等の適用

企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」（以下、「退職給付会
計基準」という。）及び企業会計基準適用指針第25号「退職給付に関する会
計基準の適用指針」（以下、「退職給付適用指針」という。）を当事業年度より
適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、割引率の決定方
法を従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職
給付の支払見込額及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平
均割引率を使用する方法へ変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定
める経過的な取扱いに従って、当事業年度の期首において、退職給付債務
及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減してお
ります。この結果、当事業年度の期首の退職給付引当金が7百万円減少し、
利益剰余金が7百万円増加しております。なお、当事業年度の経常利益及
び税引前当期純利益への影響は軽微であります。

　　　区　分　　　　　　　　　　　貸借対照表計上額
子会社株式（＊１） 10
非上場株式（＊１） 16
出資金（＊２）  590
合計 616

（単位：百万円）

（単位：百万円）
 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
預け金（＊） 22,500 3,440 － 1,000
有価証券 1,832 14,697 15,965 6,750
内訳　国　　債 － 2,500 4,000 －
　　　地 方 債 － － 1,400 －
　　　短期社債 －
　　　社　　債 400 7,136 9,515 300
　　　その他 1,432 5,061 1,050 6,450
貸出金（＊） 20,144 39,799 25,148 27,276
　　合　計 44,476 57,936 41,113 35,026
（＊）預け金及び貸出金のうち、期間の定めのないものは含まれておりません。

（単位：百万円）

 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
預金積金（＊） 110,215 5,824 25 44
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株式 11 7 3 
債券 26,202 25,847 354 
　国　　債 7,160 7,068 91 
　地 方 債 1,474 1,443 31 
　短期社債 － － － 
　社　　債 17,567 17,335 231 
その他 20,103 16,807 3,295 
小　計 46,316 42,663 3,653 
株式 78 89 △11 
債券 321 323 △2 
　国　　債 － － － 
　地 方 債 － － － 
　短期社債 － － － 
　社　　債 321 323 △2 
その他 8,388 8,735 △347 
小　計 8,787 9,149 △361 
合　計 55,104 51,812 3,292 

　種類 　　　　 貸借対照表計上額 　　取得原価 　　　　  差　額

 売却額 売却益の合計 売却損の合計 
株式 424 157 － 
債券 7,805 193 － 
　国　　債 6,534 176 － 
　地 方 債 － － － 
　短期社債 － － － 
　社　　債 1,270 17 － 
その他 2,723 454 22 
合　計 10,952 804 22

  貸借対照表計上額 時価 差額
（1） 現 金 2,516 2,516 －
（2） 預け金 36,921 37,029 108
（3） 有価証券
 その他有価証券 55,104 55,104 －

（4） 貸出金（＊１） 117,855
 貸倒引当金（＊２） △3,788
  114,067 114,332 264
 金融資産計 208,610 208,983 373 

（1） 預金積金 191,731 191,802 70
 金融負債計 191,731 191,802 70

（単位：百万円）
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1.　記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
2.　有価証券の評価は、子会社株式については移動平均法による原価法、その

他有価証券のうち時価のあるものについては決算日の市場価格等に基づく
時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、時価を把握することが
極めて困難と認められるものについては移動平均法による原価法又は償却
原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、
全部純資産直入法により処理しております。

3.　有形固定資産(リース資産を除く。)の減価償却は、定率法（ただし、平成
10年4月1日以後に取得した建物（建物附属設備を除く。）については定額
法）を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

　　　建　物   7年～50年
　　　その他　 3年～20年
4.　無形固定資産(リース資産を除く。)の減価償却は、定額法により償却してお

ります。なお、自金庫利用のソフトウェアについては、金庫内における利用可
能期間（5年）に基づいて償却しております。　

5.　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固
定資産」中のリース資産の減価償却は、リース期間を耐用年数とした定額法
によっております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取
決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。

6.　貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上し
ております。
　破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、

「破綻先」という。）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実
質破綻先」という。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されてい
る直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収

可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻
の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者

（以下、「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処
分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債
務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
　上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出
した貸倒実績率等に基づき計上しております。
　すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査
定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査してお
り、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております。
　なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債
権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除し
た残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は
1,048百万円であります。

7.　賞与引当金は、職員への賞与の支払に備えるため、職員に対する賞与の支
給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。

8.　退職給付引当金は、職員の退職給付に備えるため、当該事業年度末におけ
る退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しておりま
す。また、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度まで
の期間に帰属させる方法については期間定額基準によっております。なお、
数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。

数理計算上の差異　　各発生年度の職員の平均残存勤務期間内の一定
の年数（10年）による定率法により按分した額を

（それぞれ発生の翌事業年度から）損益処理
9.　当金庫は、複数事業主（信用金庫等）により設立された企業年金制度（総合

設立型厚生年金基金）に加入しており、当金庫の拠出に対応する年金資産の
額を合理的に計算することができないため、当該年金制度への拠出額を退
職給付費用として処理しております。
　なお、当該企業年金制度全体の直近の積立状況及び制度全体の拠出等に
占める当金庫の割合並びにこれらに関する補足説明は次のとおりであります。

①　制度全体の積立状況に関する事項（平成26年3月31日現在）
　　年金資産の額　　　　　　　　　　1,549,255百万円
　　年金財政計算上の給付債務の額　　1,738,229百万円
　　差引額　　　　　　　　　　　　　△188,974百万円
②　制度全体に占める当金庫の掛金拠出割合（平成26年3月分）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.1693％
③　補足説明

　上記①の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高
210,459百万円（別途積立金21,485百万円により一部相殺）でありま
す。本制度における過去勤務債務の償却方法は期間16年10か月の元
利均等定率償却であり、当金庫は、当事業年度の計算書類上、特別掛金
85百万円を費用処理しております。
　なお、特別掛金の額は、あらかじめ定められた掛金率を掛金拠出時の
標準給与の額に乗じることで算定されるため、上記②の割合は当金庫の
実際の負担割合とは一致しません。

10.  役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員
に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当事業年度末までに発生している
と認められる額を計上しております。

11.  その他の引当金の計上方法は、以下のとおりであります。
(1) 睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者

からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見
積り、必要と認める額を計上しております。

(2) 信用保証協会責任共有制度引当金は、信用保証協会への負担金の支払
いに備えるため、将来の負担金支払見込額を計上しております。

12.　消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。
13.　理事及び監事との間の取引による理事及び監事に対する金銭債権総額

は、8百万円であります。
14.　子会社等の株式総額は、10百万円であります。
15.　子会社等に対する金銭債権総額は、 －百万円であります。
16.　子会社等に対する金銭債務総額は、11百万円であります。

17.　有形固定資産の減価償却累計額は、2,485百万円であります。
18.　貸出金のうち、破綻先債権額は748百万円、延滞債権額は4,462百万円で

あります。
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続してい

ることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがない
ものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。
以下「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政
令第97号）第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号
に規定する事由が生じている貸出金であります。

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債
務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸
出金以外の貸出金であります。

19.　貸出金のうち、3ヵ月以上延滞債権額は、－百万円であります。
なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日

から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しない
ものであります。

20.　貸出金のうち貸出条件緩和債権額は、－百万円であります。
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目

的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の
債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び3ヵ
月以上延滞債権に該当しないものであります。　

21.　破綻先債権額、延滞債権額、3ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権
額の合計額は5,210百万円であります。

　　なお、18.から21．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
22.　ローン・パーティシペーションで、平成7年6月1日付日本公認会計士協会会

計制度委員会報告第３号に基づいて、参加者に売却したものとして会計処理
した貸出金の元本の事業年度末残高の総額は、710百万円であります。

23.　手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理
しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又は（再）担保という方
法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は1,249百万
円であります。

24.　担保に供している資産は次のとおりであります。
担保に供している資産
　有価証券　　　142百万円
　預け金　　　　　0百万円
　その他の資産　 13百万円
担保資産に対応する債務
　預金　　　　　155百万円
上記のほか、為替決済の取引担保として預け金（信金中央金庫への定期預

金）9,000百万円、また短期の資金繰りの根担保として預け金（信金中央金庫
への定期預金）4,500百万円を差し入れております。

25.　出資１口当たりの純資産額は49,261円32銭であります。
26.　金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針
当金庫は、預金業務、融資業務および市場運用業務などの金融業務を

行っております。
このため、金利変動による不利な影響が生じないように、資産及び負債

の適切な管理に努めております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク

当金庫が保有する金融資産は、主として事業地区内のお客様に対する
貸出金です。

また、有価証券は、主に債券、投資信託及び株式であり、純投資目的及び
事業推進目的で保有しております。これらは、それぞれ発行体の信用リスク
及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒されております。

一方、金融負債は主としてお客様からの預金であり、流動性リスクに晒さ
れております。

また、変動金利の預金についても、金利の変動リスクに晒されており
ます。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制
①　信用リスクの管理

損益計算書の注記

1．　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
2．　子会社との取引による収益総額 363千円
　　子会社との取引による費用総額 32,780千円
3．　出資一口当たり当期純利益額 3,006円22銭

当金庫は、融資事務取扱規定及び信用リスク管理規定等の諸規定に従
い、貸出金について、個別案件ごとの与信審査、与信限度額、信用情報管理、
保証や担保の設定、問題債権への対応など与信管理に関する体制を整備し
運営しております。これらの与信管理は、各営業店のほか審査部により行わ
れ、また、定期的に経営陣による審査委員会や理事会を開催し、審議・報告を
行っております。

さらに、与信管理の状況については、監査部がチェックしております。
有価証券の発行体の信用リスクなどに関しては、総合企画部において、

余裕資金運用に係るリスク管理細則などに基づき日常的に信用情報や時
価を把握するほか、定期的に資金運用会議に報告を行うことで管理してお
ります。

②　市場リスクの管理
当金庫は、金利リスク、価格変動リスク、為替リスクなどの市場リスクにつ

いて、総合企画部において、余裕資金運用に係るリスク管理細則などに基づ
き日常的に計数を把握するほか、定期的に資金運用会議に報告を行うこと
で管理しております。

当金庫において、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主
たる金融商品は、「預け金」、「有価証券」のうち「債券」、「貸出金」、「預金積金」
であります。当金庫では、これらの金融資産及び金融負債について、保有期
間240日、過去5年の観測期間で計測される99パーセンタイル値を用いた
時価の変動額を市場リスク量とし、金利の変動リスクの管理にあたっての定
量的分析に利用しております。

当該変動額の算定にあたっては、対象の金融資産及び金融負債を（固定
金利群と変動金利群に分けて、）それぞれ金利期日に応じて適切な期間に残
高を分解し、期間ごとの金利変動幅を用いております。

なお、当事業年度末現在、金利以外のすべてのリスク変数が一定である
と仮定した場合の99パーセンタイル値を用いた時価は、978百万円減少す
るものと把握しております。

当該変動額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金
利とその他のリスク変数との相関を考慮しておりません。また、金利の合理
的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超える影響が生
じる可能性があります。

③　資金調達に係る流動性リスクの管理
当金庫は、総合企画部において、流動性リスク管理規定などに基づき、適

時に資金管理を行うほか、資金調達手段の多様化、市場環境を考慮した長
短の調達バランスの調整などによって、流動性リスクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定において
は一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当
該価額が異なることもあります。

なお、金融商品のうち貸出金については、簡便な計算により算出した時価に
代わる金額を開示しております。

27.　金融商品の時価等に関する事項
平成27年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次

のとおりであります（時価の算定方法については(注１)参照)。なお、時価を把握
することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません
((注２)参照）。

　また、重要性の乏しい科目については記載を省略しております。

(＊１)貸出金の「時価」には、「簡便な計算により算出した時価に代わる金額」
を記載しております。

(＊2)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(注１)　金融商品の時価等の算定方法
金融資産

（1）　預け金
満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当

該帳簿価額を時価としております。満期のある預け金については、残存期間に
基づく区分ごとに、新規に預け金を行った場合に想定される適用金利で割り引
いた現在価値を算定しております。

（2）　有価証券
株式は取引所の価格、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示され

た価格によっております。投資信託は、公表されている基準価格によっており
ます。なお、保有目的区分ごとの有価証券に関する注記については、28．から
30．に記載しております。

（3）　貸出金
貸出金は、以下の①～③の方法により算出し、その算出結果を時価に代わる

金額として記載しております。
①　破綻懸念先債権、実質破綻先債権及び破綻先債権等、将来キャッシュ・フ

ローの見積りが困難な債権については、貸借対照表中の貸出金勘定に計上
している額（貸倒引当金控除前の額。以下「貸出金計上額」という。）の合計
額から貸出金に対応する個別貸倒引当金等を控除した価額

②　①以外のうち、変動金利によるものは貸出金計上額
③　①以外のうち、固定金利によるものは貸出金の種類及び期間に基づく区

分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利
率で割り引いた価額

金融負債
（1）　預金積金

要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時
価とみなしております。また、定期預金の時価は、一定期間ごとに区分して、将
来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割引率
は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。

(注２)　時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりで
あり、金融商品の時価情報には含まれておりません。

(＊１)子会社株式及び非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりませ
ん。なお、このうち当事業年度において減損処理を行った金融商品はありま
せん。

(＊２)出資金は、信金中央金庫、一般社団法人しんきん共同センターへ対する
ものです。

(注３)　金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額は次のとお
りであります。

(注４)　預金積金の決算日後の満期到来額は次のとおりであります。

（＊)預金積金のうち、期間の定めのないものは含まれておりません。
28.　有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであります。こ

れらには、「国債」「地方債」｢短期社債｣「社債」「株式」「その他の証券」が含まれ
ております。以下、30．まで同様であります。
その他有価証券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  (単位：百万円)

29.　当事業年度中に売却したその他有価証券は次のとおりであります。
(単位：百万円)

30.　減損処理を行った有価証券
その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原

価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込があると
認められないものについては、当該時価を貸借対照表計上額とするととも
に、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下「減損処理」という。)を行
います。当事業年度において減損処理を行った有価証券はありません。

31.　当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの
融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反が
ない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。こ
れらの契約に係る融資未実行残高は、36,334百万円であります。このうち契
約残存期間が1年以内のものが6,672百万円であります。なお、これらの契
約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そ
のものが必ずしも当金庫の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるもので
はありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びそ
の他相当の事由があるときは、当金庫が実行申し込みを受けた融資の拒絶
又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。
また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほ
か、契約後も定期的に（半年毎に）予め定めている金庫内手続に基づき顧客
の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じ
ております。

32．　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ
以下のとおりであります。
　繰延税金資産
　　　貸倒引当金　　　　　　　　　　　　 　1,154百万円
　　　減価償却費　　　　　　　　　　　　　　   11
　　　その他　　　　　　　　　　　　　　　　 112
　繰延税金資産小計　　　　　　　　　　　 　1,278
　評価性引当額　　　　　　　　　　　　　 　△944
　繰延税金資産合計　　　　　　　　　　　　 　334

　繰延税金負債
　　　その他有価証券評価差額金　　　　　　 　906
　　　その他　　　　　　　　　　　　   　　　　  5
　繰延税金負債合計　　　　　　　　　　　　 　911　　　
　繰延税金負債の純額　　　　　　　　　　　 　577百万円

33.　会計方針の変更
「退職給付に関する会計基準」等の適用

企業会計基準第26号「退職給付に関する会計基準」（以下、「退職給付会
計基準」という。）及び企業会計基準適用指針第25号「退職給付に関する会
計基準の適用指針」（以下、「退職給付適用指針」という。）を当事業年度より
適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、割引率の決定方
法を従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職
給付の支払見込額及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平
均割引率を使用する方法へ変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定
める経過的な取扱いに従って、当事業年度の期首において、退職給付債務
及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減してお
ります。この結果、当事業年度の期首の退職給付引当金が7百万円減少し、
利益剰余金が7百万円増加しております。なお、当事業年度の経常利益及
び税引前当期純利益への影響は軽微であります。

　　　区　分　　　　　　　　　　　貸借対照表計上額
子会社株式（＊１） 10
非上場株式（＊１） 16
出資金（＊２）  590
合計 616

（単位：百万円）

（単位：百万円）
 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
預け金（＊） 22,500 3,440 － 1,000
有価証券 1,832 14,697 15,965 6,750
内訳　国　　債 － 2,500 4,000 －
　　　地 方 債 － － 1,400 －
　　　短期社債 －
　　　社　　債 400 7,136 9,515 300
　　　その他 1,432 5,061 1,050 6,450
貸出金（＊） 20,144 39,799 25,148 27,276
　　合　計 44,476 57,936 41,113 35,026
（＊）預け金及び貸出金のうち、期間の定めのないものは含まれておりません。

（単位：百万円）

 1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
預金積金（＊） 110,215 5,824 25 44

貸
借
対
照
表
計
上
額
が

取
得
原
価
を
超
え
る
も
の

貸
借
対
照
表
計
上
額
が

取
得
原
価
を
超
え
な
い
も
の

株式 11 7 3 
債券 26,202 25,847 354 
　国　　債 7,160 7,068 91 
　地 方 債 1,474 1,443 31 
　短期社債 － － － 
　社　　債 17,567 17,335 231 
その他 20,103 16,807 3,295 
小　計 46,316 42,663 3,653 
株式 78 89 △11 
債券 321 323 △2 
　国　　債 － － － 
　地 方 債 － － － 
　短期社債 － － － 
　社　　債 321 323 △2 
その他 8,388 8,735 △347 
小　計 8,787 9,149 △361 
合　計 55,104 51,812 3,292 

　種類 　　　　 貸借対照表計上額 　　取得原価 　　　　  差　額

 売却額 売却益の合計 売却損の合計 
株式 424 157 － 
債券 7,805 193 － 
　国　　債 6,534 176 － 
　地 方 債 － － － 
　短期社債 － － － 
　社　　債 1,270 17 － 
その他 2,723 454 22 
合　計 10,952 804 22

  貸借対照表計上額 時価 差額
（1） 現 金 2,516 2,516 －
（2） 預け金 36,921 37,029 108
（3） 有価証券
 その他有価証券 55,104 55,104 －

（4） 貸出金（＊１） 117,855
 貸倒引当金（＊２） △3,788
  114,067 114,332 264
 金融資産計 208,610 208,983 373 

（1） 預金積金 191,731 191,802 70
 金融負債計 191,731 191,802 70

（単位：百万円）
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１．対象役員
当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象役員」は、常勤理事及び常

勤監事をいいます。対象役員に対する報酬等は、職務執行の対価として支払う
「基本報酬」、在任期間中の職務執行の対価として退任時に支払う「退職慰労
金」で構成されております。

　（１）報酬体系の概要
　　【基本報酬】

非常勤を含む全役員の基本報酬につきましては、総代会において、理
事全員及び監事全員それぞれの支払総額の最高限度額を決定しており
ます。

そのうえで、各理事の基本報酬額につきましては役位や在任年数等を基
本とし一部に前年度の業績を反映させることとした規定に基づいて、理事
会において決定しております。また、各監事の基本報酬額につきましては、
規定に基づいて、監事の協議により決定しております。

　　【退職慰労金】
退職慰労金につきましては、在任期間中に毎期引当金を計上し、退任時

に総代会で承認を得た後、支払っております。
なお、当金庫では、全役員に適用される退職慰労金の支払いに関して、

主として次の事項を規定で定めております。
　ａ．決定方法　ｂ．支給制限

　（２）平成２6年度における対象役員に対する報酬等の支払総額  （単位:百万円）

　（注）１．対象役員に該当する理事は6名、監事は１名です（期中に退任した者は
いません。）

２．上記の内訳は、「基本報酬」142百万円、「退職慰労金」２2百万円となっ
ております。
　なお、「基本報酬」には、規定に基づく交通費等が含まれています。

「退職慰労金」は、当年度中に支払った退職慰労金（過年度に繰り入れ
た引当金分を除く）と当年度に繰り入れた役員退職慰労引当金の合計
額です。

　（３）その他
「信用金庫法施行規則第１３２条第１項第６号等の規定に基づき、報酬等

に関する事項であって、信用金庫等の業務の運営又は財産の状況に重要
な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるものを定める件」（平
成２４年３月２９日付金融庁告示第２２号）第３条第１項第３号及び第５号並び
に第２項第３号及び第５号に該当する事項はありませんでした。

２．対象職員等
当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象職員等」は、当金庫の非常

勤役員、当金庫の職員、当金庫の主要な連結子法人等の役職員であって、対象
役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受ける者のうち、当金庫の業務
及び財産の状況に重要な影響を与える者をいいます。

なお、平成２6年度において、対象職員等に該当する者はいませんでした。
　（注）１．対象職員等には、期中に退任・退職した者も含めております。

２．「主要な連結子法人等」とは、当金庫の連結子法人等のうち、当金庫の
連結総資産に対して２％以上の資産を有する会社等をいいます。なお、
平成２6年度においては、該当する会社はありませんでした。

３．「同等額」は 、平成２6年度に対象役員に支払った報酬等の平均額として
おります。

４．平成２6年度において対象役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等
を受ける者はいませんでした。 

以　上

対象役員に対する報酬等
支払総額区　分
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※ 出資1口は500円です。

■過去5年間の主要な経営指標の推移

経 常 収 益
経 常 利 益
当 期 純 利 益
出 資 総 額
出 資 総 口 数
純 資 産 額
総 資 産 額（ 債 務 保 証 を 含 む ）
預 金 積 金 残 高
貸 出 金 残 高
有 価 証 券 残 高
単 体 自 己 資 本 比 率
出資に対する配当金（※出資1口あたり）
役 員 数
　　う ち 常 勤 役 員 数
職 員 数
会 員 数

（単 位：千 円 ）

（単位：百万円）
（ 単 位：千 口 ）
（単位：百万円）

（ 単 位：％ ）
（ 単 位：円 ）
（ 単 位：人 ）

受 取 利 息
う ち 貸 出 金
う ち 預 け 金
う ち 有 価 証 券

支 払 利 息
う ち 預 金 積 金

（注） 残高及び利率の増減要因が重なる部分については、利率による増減要因に含める方法にて算出しております。
国内業務部門と国際業務部門の区別はしておりません。

1.
2.

純 増 減利率による増減残高による増減純 増 減利率による増減残高による増減

（単位：千円）

資 金 運 用 勘 定
う ち 貸 出 金
う ち 預 け 金
う ち 有 価 証 券

資 金 調 達 勘 定
う ち 預 金 積 金

資 　 金 　 運 　 用 　 収 　 支
資　金　運　用　収　益
資　金　調　達　費　用

役 務 取 引 等 収 支
役 務 取 引 等 収 益
役 務 収 益 等 費 用

そ　の　他　業　務　収　支
そ の 他 業 務 収 益
そ の 他 業 務 費 用

業 　 務 　 粗 　 利 　 益
業　務　粗　利　益　率

（注）１．資金運用勘定は無利息預け金の平均残高（2013年度52百万円、2014年度56百万円）を控除しております。
２．国内業務部門と国際業務部門の区別はしておりません。

（単位：平均残高は百万円、利息は千円、利回りは％）

（単位：千円）

■資金運用収支の内訳

■受取・支払利息の分析

■業務粗利益の状況

■役職員の報酬体系について
2011年度

4,796,857
760,765
425,246

190
381

14,936
194,211
177,468
110,186
40,751
14.51

40
10
7

205
15,942

5,543,516
800,476
339,313

188
376

14,563
186,051
168,737
110,026
38,784
13.81

40
10
7

204
15,701

2010年度 2012年度
5,218,902

794,913
486,066

192
385

17,477
198,702
179,682
112,481
43,471
14.62

40
11
8

201
16,128

△ 298,302
△ 120,276
△ 49,559

△ 197,469
ー
ー

△ 178,444
△ 1,444

△ 58,729
△ 118,210

14,060
14,047

119,858
118,832
△ 9,170

79,259
14,060
14,047

2014年度

△ 154,269
△ 87,482

19,660
△ 22,785

ー
ー

△ 49,553
△ 82,256

41,666
△ 11,866
△ 3,137
△ 3,153

104,716
5,226

22,006
10,919

△ 3,137
△ 3,153

2013年度

1.77
2.29
0.31
1.78
0.07
0.07

3,646,224
2,632,660

131,370
864,471
149,205
148,683

205,364
114,687
41,544
48,542

190,340
190,236

3,497,018
3,646,224

149,205
△ 69,423

363,262
432,685
366,290
719,273
352,983

3,793,885
1.84

2014年度2014年度
利回り利　息平均残高

2014年度
3,689,588
3,824,668

135,079
△ 77,718

344,292
422,011
405,872
778,586
372,713

4,017,741
2.02

2013年度

2014年度
1.92
2.40
0.42
2.23
0.07
0.07

3,824,668
2,634,104

190,099
982,681
135,145
134,636

198,868
109,342
45,054
43,882

184,368
184,267

2013年度2013年度2013年度

2013年度
4,989,446
1,123,450

602,698
196
392

17,478
203,001
183,852
114,752
44,056
14.50

40
10
7

198
16,523

2014年度
5,049,082
1,606,972
1,185,545

197
395

19,499
212,911
191,731
117,855
55,131
14.95

40
10
7

194
16,679

（注）

資金運用勘定平均残高

１．「資金調達費用」は、金銭の信託運用見合費用（2013年度65千円、
　2014年度－千円）を控除して表示しております。
2．業務粗利益率＝　　 業務粗利益　　　　×100

3．国内業務部門と国際業務部門の区別はしておりません。

資 金 運 用 利 回
資 金 調 達 原 価 率
総 資 金 利 鞘

（単位：％）■総資金利鞘

1.77
1.37
0.40

2014年度
1.92
1.38
0.54

2013年度

（注） 経常（当期純）利益
総資産（債務保証見返除く）平均残高総資産経常（当期純）利益率＝ ×100

人 件 費
報 酬 給 料 手 当
退 職 給 付 費 用
そ の 他

物 件 費
事 務 費

う ち 旅 費 ・ 交 通 費
う ち 通 信 費
う ち 事 務 機 械 賃 借 料
う ち 事 務 委 託 費

固 定 資 産 費
う ち 土 地 建 物 賃 借 料
う ち 保 全 管 理 費

事 業 費
う ち 広 告 宣 伝 費
うち交際費・寄贈費・諸会費

人 事 厚 生 費
有 形・無 形 固 定 資 産 償 却
そ の 他

税 金
合　　計

設 備 資 金
運 転 資 金

合　計

割 引 手 形
手 形 貸 付
証 書 貸 付
当 座 貸 越

合　計

構成比残　高構成比残　高

（単位：百万円、％）

構成比残　高構成比残　高

（単位：百万円、％）

貸 出 金
う ち 変 動 金 利
う ち 固 定 金 利

総 資 産 経 常 利 益 率
総 資 産 当 期 純 利 益 率

（単位：％）

（単位：百万円）

（単位：千円）

■貸出金使途別残高

■貸出金平均残高

■貸出金残高

■総資産利益率

■経費の内訳

1.06 
2.37 

94.23 
2.34 

100.00 

1,213
2,715

108,073
2,686

114,687

1,517,007
1,212,445

126,677
177,884
922,561
338,831

6,240
34,481

7
217,327
172,281
40,345
78,911
84,049
40,263
28,669
42,798

157,587
127,012
45,618

2,485,187

65.31 
34.69 

100.00 

76,970
40,884

117,855

2014年度

2014年度

1.00
2.32

94.37
2.30

100.00

1,097
2,542

103,186
2,515

109,342

64.89
35.11

100.00

74,465
40,287

114,752

2013年度

2013年度

117,855
65,303
52,552

0.77
0.57

2014年度
0.55
0.29

2013年度

2014年度
114,752
63,178
51,574

2013年度

2014年度
1,539,057
1,217,471

135,509
186,076
876,135
317,079

4,375
36,099

174
205,823
153,006
39,828
77,211
79,269
39,586
25,961
27,899

175,161
123,720
41,882

2,457,075

2013年度
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１．対象役員
当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象役員」は、常勤理事及び常

勤監事をいいます。対象役員に対する報酬等は、職務執行の対価として支払う
「基本報酬」、在任期間中の職務執行の対価として退任時に支払う「退職慰労
金」で構成されております。

　（１）報酬体系の概要
　　【基本報酬】

非常勤を含む全役員の基本報酬につきましては、総代会において、理
事全員及び監事全員それぞれの支払総額の最高限度額を決定しており
ます。

そのうえで、各理事の基本報酬額につきましては役位や在任年数等を基
本とし一部に前年度の業績を反映させることとした規定に基づいて、理事
会において決定しております。また、各監事の基本報酬額につきましては、
規定に基づいて、監事の協議により決定しております。

　　【退職慰労金】
退職慰労金につきましては、在任期間中に毎期引当金を計上し、退任時

に総代会で承認を得た後、支払っております。
なお、当金庫では、全役員に適用される退職慰労金の支払いに関して、

主として次の事項を規定で定めております。
　ａ．決定方法　ｂ．支給制限

　（２）平成２6年度における対象役員に対する報酬等の支払総額  （単位:百万円）

　（注）１．対象役員に該当する理事は6名、監事は１名です（期中に退任した者は
いません。）

２．上記の内訳は、「基本報酬」142百万円、「退職慰労金」２2百万円となっ
ております。
　なお、「基本報酬」には、規定に基づく交通費等が含まれています。

「退職慰労金」は、当年度中に支払った退職慰労金（過年度に繰り入れ
た引当金分を除く）と当年度に繰り入れた役員退職慰労引当金の合計
額です。

　（３）その他
「信用金庫法施行規則第１３２条第１項第６号等の規定に基づき、報酬等

に関する事項であって、信用金庫等の業務の運営又は財産の状況に重要
な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるものを定める件」（平
成２４年３月２９日付金融庁告示第２２号）第３条第１項第３号及び第５号並び
に第２項第３号及び第５号に該当する事項はありませんでした。

２．対象職員等
当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象職員等」は、当金庫の非常

勤役員、当金庫の職員、当金庫の主要な連結子法人等の役職員であって、対象
役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受ける者のうち、当金庫の業務
及び財産の状況に重要な影響を与える者をいいます。

なお、平成２6年度において、対象職員等に該当する者はいませんでした。
　（注）１．対象職員等には、期中に退任・退職した者も含めております。

２．「主要な連結子法人等」とは、当金庫の連結子法人等のうち、当金庫の
連結総資産に対して２％以上の資産を有する会社等をいいます。なお、
平成２6年度においては、該当する会社はありませんでした。

３．「同等額」は 、平成２6年度に対象役員に支払った報酬等の平均額として
おります。

４．平成２6年度において対象役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等
を受ける者はいませんでした。 

以　上

対象役員に対する報酬等
支払総額区　分
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※ 出資1口は500円です。

■過去5年間の主要な経営指標の推移

経 常 収 益
経 常 利 益
当 期 純 利 益
出 資 総 額
出 資 総 口 数
純 資 産 額
総 資 産 額（ 債 務 保 証 を 含 む ）
預 金 積 金 残 高
貸 出 金 残 高
有 価 証 券 残 高
単 体 自 己 資 本 比 率
出資に対する配当金（※出資1口あたり）
役 員 数
　　う ち 常 勤 役 員 数
職 員 数
会 員 数

（単 位：千 円 ）

（単位：百万円）
（ 単 位：千 口 ）
（単位：百万円）

（ 単 位：％ ）
（ 単 位：円 ）
（ 単 位：人 ）

受 取 利 息
う ち 貸 出 金
う ち 預 け 金
う ち 有 価 証 券

支 払 利 息
う ち 預 金 積 金

（注） 残高及び利率の増減要因が重なる部分については、利率による増減要因に含める方法にて算出しております。
国内業務部門と国際業務部門の区別はしておりません。

1.
2.

純 増 減利率による増減残高による増減純 増 減利率による増減残高による増減

（単位：千円）

資 金 運 用 勘 定
う ち 貸 出 金
う ち 預 け 金
う ち 有 価 証 券

資 金 調 達 勘 定
う ち 預 金 積 金

資 　 金 　 運 　 用 　 収 　 支
資　金　運　用　収　益
資　金　調　達　費　用

役 務 取 引 等 収 支
役 務 取 引 等 収 益
役 務 収 益 等 費 用

そ　の　他　業　務　収　支
そ の 他 業 務 収 益
そ の 他 業 務 費 用

業 　 務 　 粗 　 利 　 益
業　務　粗　利　益　率

（注）１．資金運用勘定は無利息預け金の平均残高（2013年度52百万円、2014年度56百万円）を控除しております。
２．国内業務部門と国際業務部門の区別はしておりません。

（単位：平均残高は百万円、利息は千円、利回りは％）

（単位：千円）

■資金運用収支の内訳

■受取・支払利息の分析

■業務粗利益の状況

■役職員の報酬体系について
2011年度

4,796,857
760,765
425,246

190
381

14,936
194,211
177,468
110,186
40,751
14.51

40
10
7

205
15,942

5,543,516
800,476
339,313

188
376

14,563
186,051
168,737
110,026
38,784
13.81

40
10
7

204
15,701

2010年度 2012年度
5,218,902

794,913
486,066

192
385

17,477
198,702
179,682
112,481
43,471
14.62

40
11
8

201
16,128

△ 298,302
△ 120,276
△ 49,559

△ 197,469
ー
ー

△ 178,444
△ 1,444

△ 58,729
△ 118,210

14,060
14,047

119,858
118,832
△ 9,170

79,259
14,060
14,047

2014年度

△ 154,269
△ 87,482

19,660
△ 22,785

ー
ー

△ 49,553
△ 82,256

41,666
△ 11,866
△ 3,137
△ 3,153

104,716
5,226

22,006
10,919

△ 3,137
△ 3,153

2013年度

1.77
2.29
0.31
1.78
0.07
0.07

3,646,224
2,632,660

131,370
864,471
149,205
148,683

205,364
114,687
41,544
48,542

190,340
190,236

3,497,018
3,646,224

149,205
△ 69,423

363,262
432,685
366,290
719,273
352,983

3,793,885
1.84

2014年度2014年度
利回り利　息平均残高

2014年度
3,689,588
3,824,668

135,079
△ 77,718

344,292
422,011
405,872
778,586
372,713

4,017,741
2.02

2013年度

2014年度
1.92
2.40
0.42
2.23
0.07
0.07

3,824,668
2,634,104

190,099
982,681
135,145
134,636

198,868
109,342
45,054
43,882

184,368
184,267

2013年度2013年度2013年度

2013年度
4,989,446
1,123,450

602,698
196
392

17,478
203,001
183,852
114,752
44,056
14.50

40
10
7

198
16,523

2014年度
5,049,082
1,606,972
1,185,545

197
395

19,499
212,911
191,731
117,855
55,131
14.95

40
10
7

194
16,679

（注）

資金運用勘定平均残高

１．「資金調達費用」は、金銭の信託運用見合費用（2013年度65千円、
　2014年度－千円）を控除して表示しております。
2．業務粗利益率＝　　 業務粗利益　　　　×100

3．国内業務部門と国際業務部門の区別はしておりません。

資 金 運 用 利 回
資 金 調 達 原 価 率
総 資 金 利 鞘

（単位：％）■総資金利鞘

1.77
1.37
0.40

2014年度
1.92
1.38
0.54

2013年度

（注） 経常（当期純）利益
総資産（債務保証見返除く）平均残高総資産経常（当期純）利益率＝ ×100

人 件 費
報 酬 給 料 手 当
退 職 給 付 費 用
そ の 他

物 件 費
事 務 費

う ち 旅 費 ・ 交 通 費
う ち 通 信 費
う ち 事 務 機 械 賃 借 料
う ち 事 務 委 託 費

固 定 資 産 費
う ち 土 地 建 物 賃 借 料
う ち 保 全 管 理 費

事 業 費
う ち 広 告 宣 伝 費
うち交際費・寄贈費・諸会費

人 事 厚 生 費
有 形・無 形 固 定 資 産 償 却
そ の 他

税 金
合　　計

設 備 資 金
運 転 資 金

合　計

割 引 手 形
手 形 貸 付
証 書 貸 付
当 座 貸 越

合　計

構成比残　高構成比残　高

（単位：百万円、％）

構成比残　高構成比残　高

（単位：百万円、％）

貸 出 金
う ち 変 動 金 利
う ち 固 定 金 利

総 資 産 経 常 利 益 率
総 資 産 当 期 純 利 益 率

（単位：％）

（単位：百万円）

（単位：千円）

■貸出金使途別残高

■貸出金平均残高

■貸出金残高

■総資産利益率

■経費の内訳

1.06 
2.37 

94.23 
2.34 

100.00 

1,213
2,715

108,073
2,686

114,687

1,517,007
1,212,445

126,677
177,884
922,561
338,831

6,240
34,481

7
217,327
172,281
40,345
78,911
84,049
40,263
28,669
42,798

157,587
127,012
45,618

2,485,187

65.31 
34.69 

100.00 

76,970
40,884

117,855

2014年度

2014年度

1.00
2.32

94.37
2.30

100.00

1,097
2,542

103,186
2,515

109,342

64.89
35.11

100.00

74,465
40,287

114,752

2013年度

2013年度

117,855
65,303
52,552

0.77
0.57

2014年度
0.55
0.29

2013年度

2014年度
114,752
63,178
51,574

2013年度

2014年度
1,539,057
1,217,471

135,509
186,076
876,135
317,079

4,375
36,099

174
205,823
153,006
39,828
77,211
79,269
39,586
25,961
27,899

175,161
123,720
41,882

2,457,075

2013年度




